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台ヶ森焼が県指定伝統的工芸品に
　３月19日（水）に、七ツ森の土から産出
される粘土などで作られる陶磁器「台ヶ
森焼」が県伝統的工芸品に指定されまし
た。台ヶ森焼は、町内産の土と天然素材
が織りなす彩りが特徴で、７種の窯を使
い分けて焼き上げられます。

写真・文 提供／大和町

町村会のうごき

共済事業アレコレ

町村通信21〜女川町〜
「人と人のつながりをつくる・
　生み出す」活力を失わないまちづくり
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令和７年度一般会計
歳入歳出予算

歳入
159,300
（千円） 

歳出
159,300
（千円） 

会費
6,081

会議費
454

諸収入
1,078

財産収入
2,539

交付金
6,349

分担金
及び負担金
26,306

総務費
72,732

積立金
8,039
積立金
8,039

予備費
1,000

繰越金
11,000

諸支出金
43,207

繰入金
62,740

事業費
77,075

宮城県町村会のうごき
 

令
和
７
年
度
宮
城
県
町
村
会
事
業
計
画

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

町
村
を
取
り
巻
く
環
境
は
、国
際
化
、

情
報
化
が
進
む
中
、
急
速
な
少
子
高
齢

化
や
人
口
減
少
時
代
を
迎
え
、
様
々
な

重
要
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、
町
村
は
、

国
・
県
と
一
体
と
な
っ
て
、
持
続
可
能

な
地
域
社
会
の
構
築
、
経
済
の
活
性
化

と
安
全
安
心
な
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

に
向
け
て
、
積
極
果
敢
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

特
に
、
重
要
な
産
業
で
あ
る
農
林
水

産
業
へ
の
対
応
や
地
域
経
済
へ
の
波
及

効
果
の
高
い
観
光
業
の
活
性
化
、
そ
し

て
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
物
価
高
騰

へ
の
対
策
、
将
来
、
地
域
を
担
う
子
ど

も
・
子
育
て
の
施
策
の
拡
充
な
ど
の
取

組
み
を
更
に
推
し
進
め
る
た
め
、
国
・

県
の
強
力
な
支
援
を
求
め
る
と
と
も

に
、
自
治
体
相
互
の
連
携
を
強
固
な
も

の
と
し
、
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　

本
会
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
解
決
に
寄

与
す
る
と
と
も
に
、
町
村
行
政
の
円
滑

な
運
営
と
町
村
自
治
の
振
興
・
発
展
を

図
る
た
め
、
全
国
町
村
会
及
び
各
関
係

団
体
と
連
携
し
、
政
務
活
動
、
自
治
振

興
事
業
及
び
各
種
災
害
共
済
事
業
等
を

積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
。

〈
会
議
〉

　

会
務
運
営
の
た
め
、
町
村
長
会
議
、

正
副
会
長
会
議
及
び
監
事
会
を
開
催
す

る
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
担
当
課
長
会

議
等
を
開
催
す
る
。

〈
政
務
調
査
活
動
〉

　

町
村
共
通
の
行
財
政
課
題
の
解
決
に

向
け
、
政
務
委
員
会
並
び
に
同
幹
事
会

を
開
催
し
、
調
査
研
究
活
動
を
行
う
と

と
も
に
、
宮
城
県
関
係
国
会
議
員
、
政

府
関
係
省
庁
、
宮
城
県
知
事
及
び
宮
城

県
議
会
議
長
へ
の
要
請
活
動
、
本
県
国

会
議
員
や
宮
城
県
知
事
、
宮
城
県
議
会

議
長
、
宮
城
県
各
部
局
長
と
の
意
見
交

換
会
を
実
施
す
る
。

〈
情
報
活
動
〉

　

宮
城
県
町
村
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運

営
、
宮
城
町
村
会
だ
よ
り
の
隔
月
発
行

を
通
し
て
、
本
会
の
活
動
状
況
に
つ
い

て
情
報
発
信
を
行
う
。

　

ま
た
、
宮
城
県
町
村
会
紹
介
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
町
村
等
の
新
規
採

用
職
員
に
配
布
す
る
こ
と
で
、
宮
城
県

町
村
会
の
事
業
内
容
を
紹
介
し
、
災
害

共
済
事
業
へ
の
加
入
等
、
本
会
の
運
営

に
対
す
る
協
力
を
喚
起
す
る
。

〈
研
修
事
業
〉

　

地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
住
民
福

祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
地
方
自
治
の
発
展
、
地
域
振
興
に

資
す
る
た
め
、
次
の
各
種
研
修
事
業
を

実
施
す
る
。

（
１
）町
村
長
研
修

（
２
）副
町
村
長
研
修

（
３
）行
政
課
題
研
修（
Ⅰ
～
Ⅳ
）

（
４
）新
規
採
用
職
員
研
修

　

ま
た
、
町
村
職
員
研
修
受
講
助
成
事

業
を
実
施
す
る
。

〈
自
治
振
興
対
策
事
業
〉

　

町
村
の
自
治
振
興
に
資
す
る
た
め
、

次
の
事
業
を
行
う
。

（
１
）市
町
村
職
員
採
用
試
験

（
２
）法
令
外
負
担
金
適
正
化
措
置

（
３
）自
治
功
労
者
表
彰

（
４
）町
村
行
政
法
律
相
談

（
５
）町
村
税
務
課
長
代
表
者
会
議

（
６
）町
村
地
域
づ
く
り
振
興
等
助
成
金

交
付
事
業

（
７
）宮
城
の
21
町
村
地
元
応
援
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
事
業

〈
災
害
共
済
事
業
〉

　

町
村
の
財
産
保
全
と
財
政
の
安
定
並

び
に
町
村
職
員
に
対
す
る
福
利
厚
生
と

生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
不
慮
の
災

害
に
対
し
相
互
救
済
を
目
的
と
し
た
次

の
事
業
を
実
施
す
る
。

（
１
）（
一
財
）全
国
自
治
協
会
建
物
災
害

共
済
事
業
・
自
動
車
損
害
共
済
事

業

（
２
）全
国
町
村
等
職
員
団
体
生
命
共
済

（
弔
慰
金
）事
業

（
３
）全
国
町
村
会
総
合
賠
償
補
償
保
険

事
業

（
４
）全
国
町
村
会
災
害
対
策
費
用
保
険

事
業

（
５
）全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
火

災
共
済
事
業
・
自
動
車
共
済
事
業
・

特
定
疾
病
保
険
制
度
・
生
活
総
合

保
険
制
度

（
６
）全
国
町
村
等
職
員
任
意
共
済
保
険

事
業

（
７
）全
国
町
村
等
職
員
個
人
年
金
共
済

事
業

（
８
）（
一
財
）全
国
自
治
協
会
消
防
設
備

資
金
融
資
事
業

（
９
）非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
保
険

事
業

（
10
）自
治
体
委
託
業
務
等
災
害
補
償
保

険
事
業

基
本
方
針



研修の様子
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新
規
採
用
職
員
研
修

　

４
月
17
日
か
ら
24
日
に
か
け
て
、
宮

城
県
自
治
会
館
に
お
い
て
、
令
和
７
年

度
新
規
採
用
職
員
研
修
を
開
催
し
ま
し

た
。

　

研
修
は
、
４
月
か
ら
新
規
採
用
さ
れ

た
町
村
職
員
を
対
象
に
、
地
域
ご
と
３

班
に
分
か
れ
、
各
班
２
日
間
の
日
程
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
日
目
は
、「
地
方
自
治
と
は
」・「
予

算
の
仕
組
み
」・「
文
書
の
取
扱
い
」の

各
科
目
に
つ
い
て
研
修
を
行
い
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
で
現
職
の
町

村
職
員
が
講
師
を
務
め
、
自
身
の
経

験
を
交
え
な
が
ら
、
公
務
員
と
し
て

の
心
構
え
や
、
法
律
や
予
算
の
知
識
、

文
書
作
成
の
基
礎
な
ど
に
つ
い
て
ご

講
義
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
、「
接
遇
」「
仕
事
の
進
め
方
」

に
つ
い
て
、
株
式
会
社
イ
ン
ソ
ー
ス
の

講
師
に
よ
る
研
修
を
行
い
ま
し
た
。
社

会
人
と
し
て
の
礼
儀
作
法
や
、
失
礼
の

な
い
電
話
対
応
、
名
刺
交
換
の
仕
方
な

ど
、
数
名
ず
つ
チ
ー
ム
を
組
み
な
が
ら
、

実
践
形
式
で
学
び
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
は
、
県
内
の
町
村
・

一
部
事
務
組
合
等
か
ら
、
あ
わ
せ
て

２
０
８
名
が
受
講
し
ま
し
た
。

受
講
者
の
感
想

・
名
刺
交
換
で
多
く
の
方
々
と
交
流
を　

持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

・
話
し
合
い
考
え
る
時
間
が
あ
り
、
勉

強
に
な
っ
た
。

・
初
め
て
知
る
言
葉
が
多
く
、
参
考
に

な
っ
た
。

講
師
一
覧

［
地
方
自
治
と
は
］

１
班
：
村
田
町
総
務
課
参
事

　

内
海　

正
英

２
班
：
大
郷
町
総
務
課
課
長
補
佐

　

斎
藤　

綾
美

３
班
：
美
里
町
総
務
課
総
務
係
長
兼

文
書
法
令
係
長　

髙
橋　

秀
彰

　

［
予
算
の
し
く
み
］

１
班
：
柴
田
町
財
政
課
課
長
補
佐

　

高
木　

信
孝

２
班
：
松
島
町
財
政
課
財
政
班
長

　

熊
谷　

直
美

３
班
：
女
川
町
総
務
課
財
政
係
課
長
補
佐

　

木
村　

利
基

［
文
書
の
取
扱
い
］

１
班
：
丸
森
町
総
務
課
行
政
班
班
長

　

内
藤　

俊
広

２
班
：
七
ヶ
浜
町
総
務
課
係
長

　

中
澤　

光
展

３
班
：
南
三
陸
町
総
務
課
総
務
法
令
係
長

千
葉　

康
弘

町
村
会
日
誌

３
月

▼
３
日	

北
海
道
東
北
六
県
町
村
会
事

務
局
長
会
議（
ア
イ
オ
ス
永
田

町
）

４
月

▼
16
日　
正
副
会
長
会
議（
宮
城
県
自
治

会
館
）齋
会
長
、須
田
副
会
長
、

寺
澤
副
会
長
出
席

▼
17
・
18
日　

　
　
　
　
新
規
採
用
職
員
研
修　

　
　
　
　
第
１
班（
宮
城
県
自
治
会
館
）

▼
21
・
22
日　

　
　
　
　
新
規
採
用
職
員
研
修

　
　
　
　
第
２
班（
宮
城
県
自
治
会
館
）

▼
23
・
24
日

　
　
　
　
新
規
採
用
職
員
研
修

　
　
　
　
第
３
班（
宮
城
県
自
治
会
館
）

▼
25
日	

全
国
町
村
会
政
務
調
査
会
・

全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道

府
県
町
村
会
長
会（
全
国
町
村

会
館
）、
北
海
道
東
北
六
県
町

村
会
会
長
会
議（
都
市
セ
ン

タ
ー
ホ
テ
ル
）齋
会
長
出
席



町村通信

コスプレイベント「パルコス」

フォトウエディング

令和６年12月19日に開通した「出島大橋」
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❖
県
内
21
の
町
村
か
ら
お
伝
え
し
ま
す

「
人
と
人
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
・
生
み
出
す
」

活
力
を
失
わ
な
い
ま
ち
づ
く
り

　

女
川
町
で
は
、町
民
自
ら
が
プ
レ
ー

ヤ
ー
と
な
っ
て「
や
っ
て
み
た
い
」を

実
現
す
る
場
と
し
て
、
令
和
４
年
度

に「
女
川
町
民
会
議
」を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。“
ま
ち
”を
舞
台
に
、“
ま
ち
”を

楽
し
む
人
を
増
や
す
活
動
で
す
。
こ

れ
ま
で
コ
ス
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
や
フ
ォ

ト
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
、
子
ど
も
と
の
絵

本
作
り
と
い
っ
た
、
た
く
さ
ん
の

「
や
っ
て
み
た
い
」を
実
現
し
て
き
て

お
り
、“
ま
ち
”に
に
ぎ
わ
い
を
も
た
ら

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
６
年
12
月
に
は
、
本

町
の
半
世
紀
に
わ
た
る
悲
願
で
あ
っ

た
、
離
島「
出
島
」と
本
土
を
結
ぶ「
出

島
大
橋
」が
開
通
し
ま
し
た
。
島
民
の

日
常
生
活
に
お
け
る
利
便
性
の
向
上

及
び
医
療
・
災
害
対
応
な
ど
緊
急
時

を
支
え
る「
い
の
ち
の
道
」と
し
て
、

更
に
は
観
光
面
な
ど
で
の
町
全
体
の

活
性
化
も
期
待
さ
れ
、
島
の
振
興
活

動
に
携
わ
っ
て
い
る
地
域
お
こ
し
協

力
隊
員
が
サ
ウ
ナ
施
設
を
開
業
す
る

な
ど
島
内
も
活
気
づ
い
て
い
ま
す
。

　

今
後
も“「
い
の
ち
」と「
く
ら
し
」を

み
ん
な
が
紡
ぐ
ま
ち
”の
実
現
に
向
け

て
、
町
民
主
体
に
よ
る「
人
と
人
の
つ

な
が
り
を
つ
く
る
・
生
み
出
す
」活
力

を
失
わ
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
き
ま
す
。

共 済 事 業 ア レ コ レ

自動車事故にあったときには
　自動車を運転していれば、いつ事故に遭うかわかりません。
　事故が発生したら以下のような点に注意して焦らずに対処
しましょう。

・けが人・損害の確認と危険防止措置
　けが人がいる場合、速やかに救護し、必要なら救急車を手
配するとともに、事故車を安全な場所に移動させるなど、路
上の危険防止措置を行って下さい。
　その後、損害状況を確認し警察に通報してください。通報
しなかった場合、事故証明書が取得できず対応できない場合
もあります。

・口頭で賠償の約束をしない
　事故の過失割合は過去の判例などを参考に交渉しますが、
動いている車同士の事故であればほとんどの場合お互いに過
失が発生します。　　　　
　事故現場で相手への賠償を約束してしまうと、後々の交渉
に差し支える可能性がありますので、ご注意ください。

・事故処理が終わったら
　現場での事故処理が終了したら、休日夜間でも対応可能な
事故受付フリーダイヤルでご連絡ください。受付後は交渉担
当者がお相手との示談交渉にあたらせていただきます。

事故受付フリーダイヤル ℡0120-258-459
総務・事業課（共済担当） ℡022-221-9203

　円満な事故解決のため、ご契約者様の適切な初動対応と迅
速な連絡をお願いします。

町村会の予定

  ５５月月　　
　　
13日	 政務委員会幹事会
21日	 正副会長会議
	 町村長会議
23日	 行政課題研修Ⅰ
30日	 宮城県市町村長会議
	 宮城県市町村水産業振興対策協議会総会
	 宮城県ダム所在・発電関係市町村協議会総会
	 全国過疎地域連盟宮城県支部総会
	 全国山村振興連盟宮城県支部総会
	 宮城県観光地所在町村協議会総会
	 全国町村会政務調査会幹事会

  ６６月月 
　５日	 消防実務・事務担当者研修会
　６日	 災害共済事業担当者会議
17日	 全国町村会政務調査会幹事会
	 北海道東北六県町村会事務局長会議
18日	 全国自治協会評議委員会
	 全国町村会長会
	 全国町村職員生活協同組合総代会
24日	 正副会長会議、町村長会議、政務委員会
26～27日	 北海道東北六県町村会長会議
30～７月１日　
	 宮城県観光地所在町村協議会視察研修
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